
～事業者（物品の発注、役務の発注）の皆様へ～

電子調達の開始について

林野庁（森林管理局署含む）では、令和元年４月より、物品の発注（文房具類、
事務用品、OA機器事務用品等）や役務の発注（事務機期リース、車両借り上げ

等）について電子調達システムによる発注へ切り替え、一般競争入札により行
う調達について、電子調達システムを利用してご参加いただくことが可能となっ
ています。

１．電子調達システムとは

電子調達システムとは、森林管理局署等が行う入札の調達手続をインター
ネット経由で電子的に行う府省共通のシステムです。（別紙１参照）

２．電子調達システム利用準備

電子調達システムを利用するには、以下の環境準備が必要になります。（別
紙２参照）
（１）ご利用になるパソコンの準備
（２）電子証明書の取得と電子証明書の利用環境準備

３．利用者登録

政府電子調達システムの利用に当たっては、「競争参加資格申請」および「利
用者登録」が必要になります。
（１）競争参加資格（全省庁統一資格）の取得

令和元年４月以降、森林管理局署等が発注する物品の発注や役務の発
注の調達へ参加したことがある事業者については、３年間の有効期間中で
あることから、取得に関する手続きは必要ありません。
新たに競争参加資格（全省庁統一資格）を申請される場合は、別紙３又は

以下のＵＲＬ参照してください。
【参考】統一資格審査申請・調達情報検索サイト
ＵＲＬ： https://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html

（２）利用者申請の実施（別紙４参照）

４．その他
今後も、従来通りの紙による入札への参加も可能です。
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１
．
電

子
調

達
シ
ス
テ
ム
導

入
の

経
緯

「
調
達
業
務
の
業
務
・
シ
ス
テ
ム
最
適
化
計
画
」
（
平
成
2
1
年
8
月
2
8
日
各
府
省
情
報
化
総
括
責
任
者
（
C
IO
）

連
絡
会
議
決
定
）
に
お
い
て
、
各
府
省
等
で
異
な
る
契
約
書
等
の
様
式
及
び
業
務
処
理
の
標
準
化
、
決
裁
階

層
の
見
直
し
を
図
る
と
と
も
に
、
調
達
手
続
に
係
る
一
連
の
業
務
を
電
子
化
す
る
「
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
」
を
全

府
省
等
に
導
入
す
る
と
さ
れ
、
平
成
２
６
年
３
月
か
ら
各
省
庁
に
お
い
て
運
用
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
．
政

府
電

子
調

達
シ
ス
テ
ム
と
は

政
府
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
と
は
、
政
府
が
行
う
、
「
物
品
・
役
務
」
及
び
「
一
部
の
公
共
事
業
」
に
係
る
一
連

の
調

達
手

続
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
電
子
的
に
行
う
府
省
共
通
の
シ
ス
テ
ム
で
す
。

１



３
．
電

子
調

達
シ
ス
テ
ム
の

導
入

に
よ
り
期

待
さ
れ

る
効

果

（
１
）
企

業
等

の
利

便
性

の
向

上

①
調
達
業
務
へ
の
参
加
機
会
の
拡
大

②
一

元
的

な
調

達
情

報
の

提
供

③
問
い
合

わ
せ

窓
口

の
一

本
化

（
２
）
行

政
事

務
の

簡
素

化
・
効

率
化

①
調
達
業
務
に
お
け
る
契
約
書
、
検
査
調
書
等
の
各

種
様
式
、
書
式
の
標
準
化

②
契
約
件
名
等
、
一
連
の
業
務
に
お
け
る
入
力
情
報

の
重
複
排
除

③
企

業
等

の
シ
ス
テ
ム
利

用
率

の
促

進

（
３
）
調

達
業

務
の

信
頼

性
の

向
上

①
進
捗
管
理
の
明
確
化
に
よ
る
処
理
遅
延
の
防
止

②
調
達
案
件
の
一
元
管
理
に
よ
る
重
複
登
録
等
の
防
止

③
各

種
報

告
や

分
析

の
た
め
の

統
計

情
報

の
迅

速
な
把

握

２



４
．
電

子
調

達
シ
ス
テ
ム
の

概
要

及
び
事

業
者

の
メ
リ
ッ
ト

３



５
．
民

側
利

用
者

に
お
い
て
必

要
な
対

応

（
１
）
環

境
の

準
備

現
在
使
用
し
て
い
る
パ
ソ
コ
ン
に
係
る
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
環
境
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
環
境
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
環
境
に
つ
い
て
、
政
府
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用
が
可
能
な
環
境
で
あ
る
か
ど
う

か
の
確
認
を
行
う
。

（
２
）
電

子
証

明
書

の
取

得

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
に
対
応
し
た
認
証
局
が
示
さ
れ
て
お
り
、
民
側
利
用
者
は
そ
の
中
か
ら

任
意
に
認
証
局
を
選
択
し
、
電
子
証
明
書
の
申
請
を
行
う
。

（
４
）
利

用
者

登
録

政
府
電
子
調
達
（
Ｇ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
）
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
操
作
マ
ニ
ュ

ア
ル
」
の
「
利
用
者
登
録
と
委
任
編
」
の
手
順
に
従
い
登
録
を
行
う
。

※
事
業
者
が
紙
で
入
札
し
、
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
で
開
札
、
落
札
結
果
の
登
録
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、

民
側
利
用
者
に
お
い
て
必
要
な
対
応
は
な
い
。

（
３
）
競

争
参

加
資

格
（
全

省
庁

統
一

資
格

）
の

取
得

物
品
・
役
務
に
係
る
全
省
庁
統
一
資
格
を
保
持
し
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
し
、
資
格
を
保
持

し
て
い
な
い
場
合
は
資
格
の
取
得
を
行
う
。

４



別紙２





全省庁統一資格とは

各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争（指名競争）の入札参加資格（全省庁統一資格）です。

本資格は、各省庁申請受付窓口に掲げる申請場所のいずれか１か所に申請し、資格を付与された場合において、その資格は該当

する競争参加地域のうち、希望する地域ごとに所在する各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格となるものです。

１ 本資格が有効となる各省各庁

衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院、内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府本府、宮内庁、公正取引

委員会、警察庁、個人情報保護委員会、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働

省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省で外局及び附属機関その他の機関並びに地方支分部局を含む。

２ 競争参加地域及び都道府県名

(1) 北海道：北海道

(2) 東北：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

(3) 関東・甲信越：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県､新潟県､山梨県、長野県

(4) 東海・北陸：富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

(5) 近畿：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

(6) 中国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

(7) 四国：徳島県、香川県、愛媛県、高知県

(8) 九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

３ 各省庁申請受付窓口

当サイトのトップページ（ホーム）に掲載の「各省庁受付部局（窓口）検索」によりご確認ください。

閉じる

別紙３統一資格審査申請・調達情報検索サイト｜全省庁統一資格とは

https://www.chotatujoho.go.jp/va/com/shikaku.html

現在は、令和１～３年度の３カ年有効な資格の発行を行っています。

「各省庁受付部局（窓口）検索」により、申請事業者の住所で検索いただくと、各森林管理局の

受付窓口が表示されますので、申請方法等でご不明な点がございましたら、お問い合わせくだ

さい。

治山や林道の工事において必要な資格とは異なることから、素材生産事業等の入札へ参加さ
れる場合は、本資料に示す資格が必要となります。
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示


サ
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ニ
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【
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用
者
情
報
登
録
】を
ク
リ
ッ
ク
し
、
『
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用
者
情
報
申
請
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画
面
を
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。
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者
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画
面
の
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示
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タ
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を
ク
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入
力
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表
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用
者
情
報
申
請
』画

面
を
表
示
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ま
す
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＊
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＊
＊
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□
利
用
者
情
報
申
請
画
面
の
入
力
に
つ
い
て


①
利
用
者
基
本
情
報
、
②
資
格
情
報
、
③
口
座
情
報
を
入
力
し
、
 

④
利
用
者
情
報
申
請
を
行
い
ま
す
。

①
利
用
者
基
本
情
報
の
設
定

②
資
格
情
報
の
追
加

③
口
座
情
報
の
追
加

④
利
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者
情
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申
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の
実
施
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①
利
用
者
基
本
情
報
の
設
定


＜
利
用
者
基
本
情
報
＞
の
設
定
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
『
利
用
者
基
本
情
報
登
録
』

画
面
に
お
い
て
必
要
な
情
報
を
入
力
後
、
設
定
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し
ま
す
。

入
力
項
目

 
説
明

 
商
号
又
は
名
称

 
電
子
証
明
書
か
ら
取
得
し
た
情
報
を
表
示
し
ま
す
。
 

代
表
者
氏
名

 

郵
便
番
号

 
郵
便
番
号
を
入
力
し
ま
す
。

 

住
所

 
電
子
証
明
書
か
ら
取
得
し
た
情
報
を
表
示
し
ま
す
。

 

電
話
番
号

 
電
話
番
号
を
入
力
し
ま
す
。

 

F
A
X
番
号

 
F
A
X
番
号
を
入
力
し
ま
す
。

 

役
職
名

 
役
職
名
を
入
力
し
ま
す
。

 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
入
力
し
ま
す
。
 【参
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②
競
争
参
加
資
格
の
追
加


＜
資
格
情
報
＞
の
追
加
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
『
資
格
情
報
登
録
』画

面
に
お
い
て
必

要
な
情
報
を
入
力
後
、
追
加
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し
ま
す
。

入
力
項
目

 
説
明

 

資
格
種
類

 
以
下
か
ら
、
選
択
し
ま
す
。
 

「
物
品
・役

務
」「
工
事
」「
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
」
 

府
省
・部

局
等

 
資
格
を
発
行
し
た
、
府
省
・部

局
等
を
選
択
し
ま
す
。
 

有
効
期
間

 
(
開
始
年
度

 Y
Y
Y
Y
)
 

資
格
を
発
行
し
た
、
府
省
・部

局
等
よ
り
通
知
さ
れ
て
い
る
、
資
格
有
効
期

間
の
開
始
年
度
（西

暦
4
ケ
タ
）を
入
力
し
ま
す
。
 

資
格
番
号

 
資
格
番
号
を
入
力
し
ま
す
。
（
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務
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1
0
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固
定
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工
事
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量
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設
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サ
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の
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1
1
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固
定
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作
マ
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ル
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3
-
2
.利
用
者
申
請
の
実
施

 

③
口
座
情
報
の
追
加


＜
口
座
情
報
一
覧
＞
の
追
加
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
『
口
座
情
報
登
録
』
画
面
に

お
い
て
必
要
な
情
報
を
入
力
後
、
追
加
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し
ま
す
。

入
力
項
目

 
説
明

 

金
融
機
関
コ
ー
ド

 
金
融
機
関
コ
ー
ド
を
入
力
し
ま
す
。
 

店
舗
コ
ー
ド
 

店
舗
コ
ー
ド
を
入
力
し
ま
す
。
 

金
融
機
関
名

 
金
融
機
関
コ
ー
ド
、
店
舗
コ
ー
ド
を
入
力
し
「
確
認
」ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
す

る
と
、
対
応
す
る
金
融
機
関
名
、
店
舗
名
が
設
定
さ
れ
ま
す
。
 

店
舗
名

 

口
座
種
別

 
以
下
か
ら
、
選
択
し
ま
す
。
 

・普
通
預
金

 
・
当
座
預
金

 
・
通
知
預
金

 
・別

段
預
金

 

口
座
名
義
（漢

字
） 

口
座
名
義
（漢

字
）を
入
力
し
ま
す
。
 

口
座
名
義
（カ
ナ
）
 

口
座
名
義
（半

角
カ
ナ
）を
入
力
し
ま
す
。
 

口
座
番
号

 
口
座
番
号
を
入
力
し
ま
す
。
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
場
合
は

5
桁
（
記
号
）

+
8
桁
（番

号
）固

定
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外
の
場
合
は

7
桁
固
定
）
 

【参
考
】操

作
マ
ニ
ュ
ア
ル

 
3
.利
用
者
登
録
と
委
任
編

（平
成

2
7
年

7
月
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3
-
2
.利
用
者
申
請
の
実
施

 

④
利
用
者
情
報
申
請
の
実
施

 


①
利
用
者
基
本
情
報
の
設
定
、
②
資
格
情
報
の
追
加
、
③
口
座
情
報
の
追
加
後
、

申
請
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
利
用
者
情
報
申
請
を
行
い
ま
す
。
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3
-
2
. 利
用
者
申
請
の
実
施

 

□
利
用
者
承
認
完
了
通
知
メ
ー
ル
の
確
認


利
用
者
情
報
承
認
後
、
「［
重
要
］利

用
者
承
認
完
了
通
知
」
が
メ
ー
ル
通
知
さ
れ
ま
す
。


「
［
重
要
］利

用
者
承
認
完
了
通
知
」
の
メ
ー
ル
受
領
後
か
ら
政
府
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム

を
ご
利
用
で
き
ま
す
。
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3
-
2
.利
用
者
申
請
の
実
施

 

利
用
者
申
請
の
承
認
時
に
「
差
戻
し
」
さ
れ
た

場
合
に
は
、
利
用
者
情
報
修
正
を
行
い
ま
す
。

 

□
利
用
者
情
報
の
修
正
・更

新
に
つ
い
て

 


利
用
者
申
請
後
、
利
用
者
情
報
の
修
正
・更

新
が
必
要
な
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合

に
応
じ
て
以
下
の
メ
ニ
ュ
ー
を
選
択
し
ま
す
。
 

利
用
者
申
請
完
了
（
承
認
）
後
、
登
録
済
の
利
用

者
情
報
を
変
更
（
資
格
情
報
、
証
明
書
の
追
加
、

口
座
情
報
の
新
た
な
追
加
等
）
す
る
際
、
使
用
し

ま
す
。

 

電
子
証
明
書
情
報
を
新
た
に
取
得
し
た
電
子
証
明

書
情
報
に
更
新
す
る
際
、
使
用
し
ま
す
。

 
例
）
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
が
近
く
な
っ
た
場

合
等
に
「
電
子
証
明
書
更
新
」
を
行
い
ま
す
。
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3
-
2
. 利
用
者
申
請
の
実
施

 

□
利
用
者
申
請
の
ま
と
め


「競

争
参
加
資
格
の
確
認
」を
行
い
、
「
利
用
者
申
請
の
実
施
」を
行
い
ま
す
。


利
用
者
申
請
は
、
代
表
者
名
義
の
電
子
証
明
書
で
行
い
ま
す
。


電
子
証
明
書
に
格
納
さ
れ
て
い
る
商
号
又
は
名
称
、
代
表
者
氏
名
、
住
所

は
競
争
参
加
資
格
情
報
と
一
致
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。


一
つ
の
事
業
者
に
対
し
て
、
利
用
者
申
請
が
行
え
る
の
は
一
度
の
み
で
す
。


「［
重
要
］利

用
者
承
認
完
了
通
知
」メ
ー
ル
が
届
い
た
後
か
ら
政
府
電
子

調
達
シ
ス
テ
ム
を
ご
利
用
で
き
ま
す
。


電
子
証
明
書
を
利
用
し
て
ロ
グ
イ
ン
を
行
う
た
め
、
個
別
の
利
用
者

ID
や

P
W

は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。


電
子
証
明
書
を
追
加
（代

表
者
名
義
で
複
数
追
加
）す
る
場
合
に
は
、
「利

用
者
管
理
」か

ら
実
施
し
ま
す
。
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